
第56期 定時株主総会
　

招集ご通知
　

　

日時 2021年６月18日（金曜日）
午前10時

場所 兵庫県西宮市六湛寺町９番16号
当社 本店 大会議室

　

　
決議事項

　
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 当社と株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホ

ールディングスの合併契約承認の件
第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）

８名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、株主の皆様の
安全を最優先に、株主総会へのご来場を見合わせていた
だき、事前に郵送により議決権を行使くださいますよう
お願い申し上げます。

※ 2020年開催の第55期定時株主総会より、お土産を廃止いたしました。

証券コード 9728
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証券コード 9728
2021年５月28日

株 主 各 位
本店 兵庫県西宮市六湛寺町９番16号
本社 東京都中央区日本橋二丁目１番10号

　

日本管財株式会社
　

代表取締役社長 福田 慎太郎

第56期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第56期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、株主の皆様の安全を最優先に、株主総会へのご来場
を見合わせていただき、事前に郵送により議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
書面による議決権の行使は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議
決権行使書用紙に議案の賛否をご表示のうえ、2021年６月17日（木曜日）営業時間終了の時
（午後６時）までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具
記

1. 日 時 2021年６月18日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
2. 場 所 兵庫県西宮市六湛寺町９番16号

当社 本店 大会議室（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目的事項 報告事項 １．第56期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告、
連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類
監査結果報告の件

２．第56期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類
報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 当社と株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホールディングス

の合併契約承認の件
第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）８名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

以 上
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第56期定時株主総会における
新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応について

　第56期定時株主総会の開催にあたり、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた当社の対応について下記
のとおりご案内させていただきます。株主の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

記
１．当社の対応について
◆ 株主総会の運営スタッフはマスクを着用してご対応させていただきます。
◆ 感染拡大防止及び公平性の観点から、ご出席の株主様へのお土産は2020年開催の第55期定時株主総会よ
り廃止しております。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

２．株主様へのお願い
◆ 本株主総会にご来場される株主様におかれましては、当日のご自身の体調を十分にご確認のうえ、くれぐ
れもご無理をなさいませんようお願いいたします。

◆ 感染による影響が大きいとされるご高齢の株主様や基礎疾患のある株主様、妊娠中の株主様は特に慎重な
ご判断をお願いいたします。

３．ご来場される株主様へのお願い
◆ 十分なソーシャルディスタンスを確保するため、会場の座席数が例年より大幅に減少いたします。満席と
なった場合、ご来場いただきましても入場をお断りすることとなりますので、予めご了承ください。

◆ 当日ご来場の株主様は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
い申し上げます。

◆ 株主総会会場におきましては、マスクの常時ご着用、アルコール消毒液の使用にご協力をお願い申し上げ
ます。

◆ 受付に体温を確認する装置を設置し、体温の高い株主様にはご入場をお断りする場合がございます。また、
体調不良と見受けられる方は、運営スタッフがお声がけさせていただくことがございますので、予めご了
承ください。

◆ 開催時間を短縮する観点から、報告事項や議案の詳細な説明を省略させていただく予定です。質疑応答に
つきましては、決議事項に関するご質問以外はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

　今後の感染拡大の状況に応じまして、本株主総会の延期等、株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、下
記の当社ウェブサイトに掲載いたしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

以上
【インターネットによる開示について】
1. 本通知の添付書類のうち、下記の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、下記の当社ウェブサイ
トに掲載しております。
・連結計算書類のうち「連結注記表」及び計算書類のうち「個別注記表」
・株主総会参考書類「第２号議案 当社と株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホールディングスの合併契約承認の件」のうち、
「３. 会社法施行規則第191条に定める事項の内容の概要 (2)株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホールディングスの最終事業
年度に係る計算書類等」における、同社の2020年３月期に係る貸借対照表を除く計算書類等

2. 本通知の「事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類」に修正事項が生じた場合も、下記の当社ウェブサ
イトにおいて、修正後の事項を掲載させていただきます。

株主総会資料 https://www.nkanzai.co.jp/ir/meeting/
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１ 企業集団の現況に関する事項
　

１．事業の経過及び成果
　

　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により景気は低迷し、
国内外における経済活動の長期的な停滞により、先行きは極めて不透明な状況が続いております。
　不動産関連サービス業界におきましては、新型コロナウイルス感染症対策としてのテレワーク導入や郊外のサ
テライトオフィス設置などにより、都市集中型から分散型へ変わりつつあり、オフィスや商業ビルの空室率は、
一部の地域を除き上昇に転じております。また、契約先のコスト削減意識が高まる懸念もあり、今後も厳しい経
営環境が継続すると予想されます。
　このような事業環境のもと、当社グループにおきましては、顧客ニーズに応えた良質なサービスを継続的に提
供するため、先進的な技術と対応力で「最適な建物管理」を追求し続け、建物の資産価値の向上に努めておりま
す。また、主力のビル管理業務の一層の強化・向上を図るとともに、ＰＦＩ事業や公共施設マネジメント事業な
どの周辺業務にも、積極的な事業展開を図っております。
　当連結会計年度の売上高は、工事業関連業務や臨時業務の受注が伸び悩んだことにより、1,041億24百万円
（前年同期比2.0％減）となりました。
　利益面におきましては、売上が伸び悩んだことや組織体制強化に伴う人件費等の増加の影響がありましたが、
料金改定や仕様内容・作業効率の見直し等による利益確保に努めたことにより、営業利益は75億46百万円（前
年同期比10.1％増）、経常利益は81億27百万円（前年同期比12.4％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は
52億84百万円（前年同期比21.6％増）となりました。
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104,124

－2.0

▍売上高（連結）

前年同期比

（単位：百万円）

前　期 当　期

％

106,300 7,546

＋10.1
前年同期比

前　期

▍営業利益（連結） （単位：百万円）

当　期

6,854

％

8,127

＋12.4
前年同期比

前　期

▍経常利益（連結） （単位：百万円）

当　期

％

7,232

5,284

+21.6
前年同期比

前　期

▍親会社株主に帰属する当期純利益（連結）（単位：百万円）

当　期

％
前年同期比

前　期

▍親会社株主に帰属する当期純利益（連結）（単位：百万円）

当　期

4,346
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73,768

－1.9

▍売上高

前年同期比

前　期

（単位：百万円）

当　期

％

75,227

9,891

＋5.1

▍セグメント利益

前年同期比

前　期

（単位：百万円）

当　期

％

9,409

16,227

－3.9

▍売上高

前年同期比

前　期

（単位：百万円）

当　期

16,885

％

1,566

+5.0

▍セグメント利益

前年同期比

前　期

（単位：百万円）

当　期

％

1,491

建物管理運営事業
　主たる業務であるビル管理業務及び保安警備の建
物管理運営事業につきましては、工事関連業務の受
注が伸び悩んだことにより、当連結会計年度の売上
高は737億68百万円（前年同期比1.9％減）となり
ました。
　利益面におきましては、料金改定や継続的なコス
ト削減等の原価管理を徹底したことにより、セグメ
ント利益は98億91百万円（前年同期比5.1％増）と
なりました。

住宅管理運営事業
　マンション及び公営住宅の管理を主体とする住宅
管理運営事業につきましては、工事関連業務の受注
が減少したことにより、当連結会計年度の売上高は
162億27百万円（前年同期比3.9％減）となりまし
た。
　利益面におきましては、収益性の高い業務の受託
の増加や料金改定などにより、セグメント利益は15
億66百万円（前年同期比5.0％増）となりました。
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11,349

+6.7

▍売上高

前年同期比

前　期

（単位：百万円）

当　期

％

10,641

1,476

+11.2

▍セグメント利益

前年同期比

前　期

（単位：百万円）

当　期

％

1,327

1,651

+7.7

▍売上高

前年同期比

前　期

（単位：百万円）

当　期

1,533

％

45
－52.9

▍セグメント利益

前年同期比

前　期

（単位：百万円）

当　期

96 ％

環境施設管理事業
　上下水道関連施設等の生活環境全般にかかる公共
施設管理を主体とする環境施設管理事業につきまし
ては、ゴミ焼却施設等を中心に新規管理案件の受託
や契約更改が堅調であったことに加え、工事関連業
務等の受注が増加したことにより、当連結会計年度
の売上高は113億49百万円（前年同期比6.7％増）
となりました。
　利益面におきましても、料金改定による原価率の
改善に加え、適正な人員配置を中心にコスト削減に
努めたことにより、セグメント利益は14億76百万円
（前年同期比11.2％増）となりました。

不動産ファンドマネジメント事業
　不動産ファンドの組成・資産運用を行うアセット
マネジメント及び匿名組合への出資を主体とする不
動産ファンドマネジメント事業につきましては、運
用資産の売却等により、当連結会計年度の売上高は
16億51百万円（前年同期比7.7％増）となりまし
た。
　利益面におきましては、運用資産の売却による利
益の増加はあったものの、ホテル関係のマスターリ
ース契約による賃料収入が減少したことにより、セ
グメント利益は45百万円（前年同期比52.9％減）と
なりました。
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1,503
－38.5

▍売上高

前年同期比

前　期

（単位：百万円）

当　期

％

2,444

238

▍セグメント利益 （単位：百万円）

前年同期比

前　期 当　期

－1.2％240

その他の事業
　イベントの企画・運営、印刷、デザインを主体と
したその他の事業は、イベント業務等の減少により、
当連結会計年度の売上高は15億３百万円※（前年同
期比38.5％減）、セグメント利益は2億38百万円
（前年同期比1.2％減）となりました。

※セグメント間の内部売上高を含んでおります。

２．設備投資等の状況
　当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は7億71百万円であり、主なものは研修所施設の改
修及び備品購入等によるものであります。

３．資金調達の状況
　連結子会社である匿名組合が借入れを行っていることに伴い、これらの匿名組合のノンリコースローンが連結
貸借対照表に計上されております。ノンリコースローンは、債務履行の責任財産を不動産ファンドの販売用不動
産からのキャッシュフローのみに限定し、その他の財産への債務履行請求を行わない借入であります。
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４．対処すべき課題
　

　今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大が世界経済全体に与える影響は大きく、先行
きは不透明な状況が続くものと予想されます。不動産関連サービス業界におきましても、取引先企業における管
理コスト削減の意識は更に高まり、他社との競合も含め、今後も市場環境は厳しい状況で推移するものと予想さ
れます。
　当社グループといたしましては、サービス品質の継続的な向上に努め、併せて付加価値の高い提案を積極的に
行うことにより、お客様満足度と収益性の向上を図るとともに、コンプライアンスの徹底と内部統制システムの
適切な運用を継続し、更なる企業グループの価値向上に努めてまいります。
　今後も企画提案力を主軸に据え、ＰＦＩ事業や公共施設マネジメント事業など一層の事業展開を図り、国内外
問わず当社に関連する業務のＭ＆Ａを積極的に推進してまいります。また、社会や生活においてデジタル化が急
速に進んでおり、当社グループにおきましても、ＩＴ技術等による業務のデジタル化の促進を図ってまいりま
す。
　なお、新型コロナウイルス感染症の対応といたしまして、当社グループは引き続き、お客様を始めとする関係
者の皆様や協力会社を含む従業員の安全衛生の確保や健康への配慮を最優先に事業を継続してまいります。

　
５．財産及び損益の状況

　

期 別

区 分

第53期 第54期 第55期 第56期

2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
（当連結会計年度）

売 上 高（百万円） 96,478 97,929 106,300 104,124
営 業 利 益（百万円） 5,772 6,363 6,854 7,546
経 常 利 益（百万円） 6,379 6,760 7,232 8,127
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 4,446 4,313 4,346 5,284
1 株 当 た り 当 期 純 利 益（円） 129.33 125.11 117.29 141.35
総 資 産（百万円） 68,588 72,670 77,024 81,759
純 資 産（百万円） 45,203 47,487 53,029 57,143
1 株 当 た り 純 資 産（円） 1,285.05 1,315.18 1,385.10 1,494.30

（注） 第54期（2019年3月期）より、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16日）による
表示方法の変更を行っており、第53期（2018年3月期）の数値につきましては、遡及適用した数値で表示しております。
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６．重要な親会社及び子会社の状況（2021年３月31日現在）
　

① 親会社との関係
該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の
議決権比率 主要な事業内容

株式会社スリーエス 50百万円 90.0％ 保安警備
株式会社日本管財環境サービス 300百万円 100.0％ 環境施設管理
株式会社日本プロパティ・ソリューションズ 100百万円 100.0％ プロパティマネジメント
東京キャピタルマネジメント株式会社 100百万円 100.0％ 不動産ファンドマネジメント
ＮＳコーポレーション株式会社 50百万円 90.0％ 建物総合管理
株式会社日本環境ソリューション 10百万円 100.0％ 建物総合管理
株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホールディングス 30百万円 100.0％ 経営コンサルティング

日本住宅管理株式会社 50百万円 100.0％
（100.0％）マンション管理

株式会社エヌ・ジェイ・ケイ・スタッフサービス 30百万円 100.0％
（100.0％）人材派遣

株式会社沖縄日本管財 50百万円 100.0％ 建物総合管理

日本管財住宅管理株式会社 50百万円 100.0％
（100.0％）マンション管理

NIPPON KANZAI USA, Inc. 440千米ドル 100.0％ 企業買収及び米国における情
報収集

（注）議決権比率欄の（ ）内は、間接所有割合（内数）であります。
　

③ 特定完全子会社の状況
特定完全子会社に該当する子会社はありません。
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７．主要な事業内容（2021年3月31日現在）
　

事業セグメント 主 要 業 務

建物管理運営事業
複合用途ビル、シティホテル等の清掃管理業務、設備保守管理業務、昼夜
間の常駐保安警備業務、各種センサーと電話回線を使用し異常発生時に緊
急対応する機械警備業務、契約先のニーズによる受付・オペレータ業務、
工事関連業務等

住宅管理運営事業
分譲マンション等の運営管理業務、管理員業務、清掃業務、設備保守管理
業務、設備監視・機械警備業務及び事務管理業務、並びに公営住宅の入居
者管理業務、維持管理・保全業務

環境施設管理事業 上下水道関連施設、ゴミ処理施設等の生活環境全般にかかる公共施設にお
ける諸設備運転管理業務及び水質管理業務

不動産ファンドマネジメント事業 不動産ファンドの運営・アレンジメント、匿名組合への出資、投資コンサ
ルティング、資産管理

その他の事業 イベントの企画・運営、印刷、デザイン、製本、不動産の販売及び売買仲
介業務

　
８．主要な営業所（2021年3月31日現在）
　

日本管財株式会社
本店（兵庫）、本社（東京）、中部本部（愛知）、大阪本部（大阪）、兵庫本
部（兵庫）、九州本部（福岡）、北海道支店（北海道）、東北支店（宮城）、
神奈川支店（神奈川）、埼玉支店（埼玉）、岡崎支店（愛知）、京都支店
（京都）、阪神支店（兵庫）、中国四国支店（広島）

株式会社スリーエス 本社（兵庫）、東京事業本部（東京）、中部事業本部（愛知）、近畿事業本
部（大阪）、九州事業本部（福岡）、東北事業部（宮城）

株式会社日本管財環境サービス 本社（兵庫）、東京支店（東京）、大阪支店（兵庫）、中国支店（山口）、九
州支店（福岡）

株式会社日本プロパティ・ソリューションズ 本社（東京）、大阪支店（大阪）、名古屋支店（愛知）、北海道事務所（北
海道）、九州事務所（福岡）

東京キャピタルマネジメント株式会社 本社（東京）
ＮＳコーポレーション株式会社 本社（東京）、東戸塚営業所（神奈川）
株式会社日本環境ソリューション 本社（東京）
株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホールディングス 本社（大阪）
日本住宅管理株式会社 本社（大阪）、関東支店（東京）、神戸支店（兵庫）、岡山支店（岡山）
株式会社エヌ・ジェイ・ケイ・スタッフサービス 本社（大阪）、東京支店（東京）
株式会社沖縄日本管財 本社（沖縄）

日本管財住宅管理株式会社 本社（大阪）、北海道支店（北海道）、関東支店（東京）、中部支店（愛
知）、近畿支店（大阪）、九州支店（福岡）、神戸営業所（兵庫）

NIPPON KANZAI USA, Inc. 本社（アメリカ合衆国ニューヨーク州）
(注) 日本管財住宅管理株式会社は、2020年12月１日付で、本社を兵庫県から大阪府に移転しております。
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９．企業集団の使用人の状況（2021年3月31日現在）
　

使用人数 前期末比増減数
10,079名 327名増

（注）1. 使用人数は就業人員数であり、臨時雇用者数（年間平均人員3,593名）は含んでおりません。
2. 使用人数が当連結会計年度において327名増加しておりますが、主として管理物件の増加に伴うものであります。

　
10. 企業集団の主要な借入先及び借入額（2021年3月31日現在）
　

借 入 先 借 入 残 高
株式会社福岡銀行 1,598百万円
株式会社あおぞら銀行 758百万円
シンジケートローン 1,125百万円

（注）1. 株式会社福岡銀行及び株式会社あおぞら銀行からの借入れはノンリコースローンによるものであります。
2. シンジケートローンは、株式会社三井住友銀行を主幹事とする協調融資であります。

11. その他企業集団の現況に関する重要な事項
　

　当社は、2020年１月23日開催の取締役会決議に基づき、2020年４月１日をもって、完全子会社である株式
会社サンエイワークを吸収合併（簡易合併）いたしました。
　また、当社は、グループ経営の合理化の観点から、業務の重複を統合し、一本化・効率化を図ることを目的と
して、2021年４月22日開催の取締役会において、当社グループのマンション管理や住宅管理を専門とする子会
社３社の株式を保有する持株会社であり、かつ当社の完全子会社である株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホールデ
ィングスについて、2021年７月１日を効力発生日として、当社を存続会社、株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホ
ールディングスを消滅会社とする吸収合併を行う旨の契約を締結することを決定いたしました。
　更に、当社は、グループ企業経営の効率化を高めサービス品質向上を図ることを目的として、2021年４月22
日開催の取締役会において、当社グループのアセットマネジメント業務を担う完全子会社である東京キャピタル
マネジメント株式会社と、同じく当社グループのプロパティマネジメント業務を担う完全子会社である株式会社
日本プロパティ・ソリューションズについて、2021年７月１日を効力発生日として、東京キャピタルマネジメ
ント株式会社を存続会社、株式会社日本プロパティ・ソリューションズを消滅会社とする吸収合併を行う旨の契
約を締結することを決定いたしました。
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２ 会社の株式に関する事項（2021年3月31日現在）
　

１．発行可能株式総数 160,000,000株
２．発行済株式の総数 37,383,488株（自己株式3,796,818株を除く。）
３．株主数 57,418名（前期末比5,499名増）

　

４．大株主（上位10名）
　

株 主 名 持 株 数（株） 持 株 比 率（％）
日本サービスマスター有限会社 12,552,162 33.58
福田 慎太郎 2,066,302 5.53
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,895,100 5.07
福田 武 948,608 2.54
光通信株式会社 943,100 2.52
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 852,700 2.28
日本管財社員持株会 796,747 2.13
明治安田生命保険相互会社 556,200 1.49
三菱UFJ信託銀行株式会社 474,368 1.27
日本管財取引先持株会 406,400 1.09

（注） 持株比率は自己株式数（3,796,818株）を控除して計算しております。

　

５．その他株式に関する重要な事項
　

　該当事項はありません。
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３ 会社役員に関する事項
　

１．取締役の氏名等（2021年3月31日現在）
　

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 会 長 福 田 武 ㈱スリーエス代表取締役社長
代 表 取 締 役 社 長 福 田 慎 太 郎 日本サービスマスター㈲取締役

専 務 取 締 役 安 田 守 経営管理担当兼人事・秘書担当
NIPPON KANZAI USA, Inc.取締役社長

専 務 取 締 役 徳 山 良 一 技術統轄本部長
㈱日本環境ソリューション代表取締役社長

専 務 取 締 役 高 橋 邦 夫

営業統轄本部長
㈱FCHパートナーズ代表取締役社長
㈱大分駅南コミュニティサービス代表取締役社長
㈱早良グリーンテラス代表取締役社長
㈱福岡カルチャーベース代表取締役社長

常 務 取 締 役 原 田 康 弘 管理統轄本部長

常 務 取 締 役 大 原 嘉 昭 業務統轄本部長
㈱上越シビックサービス代表取締役副社長

常 務 取 締 役 若 松 雅 弘 営業統轄本部本部長代理兼東日本・中部担当
兼ＰＰＰ・ＰＦＩ担当

取 締 役 赤 井 利 生 技術統轄本部購買部長
取 締 役 松 浦 秀 隆 人事部長兼管理統轄本部総務部長兼法務室長
取 締 役 森 本 和 彦 営業統轄本部西日本担当

取 締 役 岡 元 重 樹 事務管理事業担当兼管理統轄本部財務統括部長
㈱エヌ・ケイ・ジェイ・ホールディングス代表取締役社長

取 締 役 高 田 康 行 業務統轄本部東日本担当

取締役（監査等委員） 乾 新 悟 乾光海運㈱代表取締役
乾汽船㈱顧問

取締役（監査等委員） 山 下 義 郎
㈱カシワテック代表取締役社長
㈱シーメイト取締役会長
尾道造船㈱社外監査役

取締役（監査等委員） 小 菅 康 太 ㈱コスガの家具代表取締役
（注）1. 取締役（監査等委員）乾 新悟、山下義郎、小菅康太の各氏は、社外取締役であります。

2. 取締役（監査等委員）乾 新悟、山下義郎、小菅康太の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
3. 当社は、監査等委員会の職務を補助するものとして、監査等委員会事務局を設置のうえ専任スタッフを常駐させ、社内会議へ
の出席等を通じて情報を収集し監査等委員会と共有しております。また、内部監査室や内部統制室等との連携を緊密にし、
内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、常勤の監査等委員を選定しておりません。

4. 2020年６月19日開催の第55期定時株主総会において、岡元重樹氏及び高田康行氏が取締役に新たに選任され、就任いたし
ました。
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5. 小南博司氏は、2020年７月15日に逝去し、同日をもって取締役（監査等委員）を退任いたしました。
6. 2020年７月１日付にて、地位及び担当が次のとおり変更されました。

新 氏名 旧
専務取締役
経営管理担当 安 田 守 専務取締役

管理統轄本部長

常務取締役
管理統轄本部長 原 田 康 弘

常務取締役
管理統轄本部財務統括・
総合企画・内部統制担当
兼管理統轄本部本部長代理

7. 2020年12月１付にて、地位及び担当が次のとおり変更されました。

新 氏名 旧
専務取締役

経営管理担当兼人事・秘書担当 安 田 守 専務取締役
経営管理担当

取締役
人事部長

兼管理統轄本部総務部長兼法務室長
松 浦 秀 隆

取締役
人事・秘書担当兼人事部長

兼管理統轄本部総務部長兼法務室長

8. 2021年４月１付にて、地位及び担当が次のとおり変更されました。

新 氏名 旧
取締役

技術統轄本部本部長代理兼購買部長 赤 井 利 生 取締役
技術統轄本部購買部長

２．責任限定契約の内容の概要
　

　当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、
取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で責任限定契約を締結することができる旨を定款に定め
ております。当社は、取締役（監査等委員）乾 新悟、山下義郎、小菅康太の各氏との間で当該責任限定契約を
締結しております。また、2020年７月15日に退任いたしました小南博司氏との間においても、同様の責任限定
契約を締結しておりました。
　その契約内容の概要は次のとおりであります。
・取締役（監査等委員）が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１
項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、取締役（監査等委員）がその責任の原因となった職務の遂行について善
意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
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３．取締役の報酬等の額
　

役 員 区 分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
取締役の員数
（名）基本報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等

取締役（監査等委員であるものを除く。）
（うち社外取締役）

591
(－)

591
(－)

－
(－)

－
(－)

13
(0)

取締役（監査等委員）
（う ち 社 外 取 締 役）

24
(18)

24
(18)

－
(－)

－
(－)

4
(3)

合 計
（うち社外取締役）

616
(18)

616
(18)

－
(－)

－
(－)

17
(3)

（注）1. 2017年6月16日開催の第52期定時株主総会決議に基づき、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額を、年額800
百万円以内、取締役（監査等委員）の報酬額を、年額50百万円以内と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終
結時点の取締役（監査等委員であるものを除く。）の員数は13名（うち、社外取締役０名）、監査等委員である取締役の員数
は４名（うち、社外取締役３名）です。

2.　上記の支給人数には、2020年７月15日付で退任した１名（小南博司氏）を含んでおります。
3. 当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬については、2021年２月18日開催の取締役会にて、その概要として
「継続した収益の安定と事業の成長を図るため固定報酬を基本とし、個人別の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえ
た適正な水準とすることを基本方針とし、個人別の報酬は各取締役が企業価値向上にいかに貢献したかを念頭に、業績結果、
役位、在任年数、各取締役が担う役割・責務、将来的な業績見通し等を総合的に勘案し決定する」旨の方針を決議しており
ます。

　 また、当連結会計年度の個人別の報酬については、2020年６月19日開催の取締役会にて、代表取締役社長である福田慎太郎
に具体的な内容の決定を委任することを決議いたしました。これは、当社グループ全体の業績を俯瞰し各取締役が担う役割
及び責務の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したことによるものです。

　 なお、当社は、代表取締役社長により上記の通り委任された権限が適切に行使されるべく、代表取締役社長が株主総会で承
認された報酬限度額の範囲内で報酬等の決定に関する基本方針に基づき作成した案を、社外取締役で構成される監査等委員
会にて審議し、代表取締役社長はその意見を尊重のうえ決定することとしております。そのため、取締役会は、かかる手続
きを経て決定された当連結会計年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は上記方針に沿うものであると判断しております。

４．社外役員に関する事項
　

① 重要な兼職先である法人等と当社との関係
・社外取締役（監査等委員）乾 新悟氏の兼職先である乾光海運㈱及び乾汽船㈱とは、特別の関係はありま
せん。
・社外取締役（監査等委員）山下義郎氏の兼職先である㈱カシワテック、㈱シーメイト及び尾道造船㈱とは、
特別の関係はありません。
・社外取締役（監査等委員）小菅康太氏の兼職先である㈱コスガの家具とは、特別の関係はありません。
② 当事業年度における主な活動状況
・取締役会及び監査等委員会への出席状況
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区 分 氏 名 取締役会
出席回数

監査等委員会
出席回数

社 外 取 締 役
（監 査 等 委 員）

乾 新 悟 18／18 16／16
山 下 義 郎 18／18 16／16
小 菅 康 太 18／18 16／16

・取締役会及び監査等委員会での発言状況等
各社外取締役（監査等委員）は、取締役会で、企業経営者としての豊富な知識、経験及び専門性を活か
し、主に法令遵守の見地から、質問及び意見を述べております。また、各社外取締役（監査等委員）は、
客観的かつ公正な立場から取締役の職務の執行を監査するという期待される役割に関して、監査等委員会
において、取締役の業務執行状況、内部統制システムの整備及び運用状況、重要書類の監査等について意
見交換及び審議を行っております。
その他、日頃から、法令遵守の徹底等についての注意喚起も行っております。
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４ 会計監査人の状況
　

１．会計監査人の名称
　

　PwCあらた有限責任監査法人
　

２．報酬等の額
　

① 当事業年度に係る報酬等の額
51百万円

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
51百万円

（注）１．当社監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、
報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の活動計画及
び報酬見積りの算出根拠の適正性等について必要な検証を行い、審議した結果、これらについて適正であると判断した
ため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第１項の同意を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、「会社法」に基づく監査と「金融商品取引法」に基づく監査の監査報酬等
の額を区分しておりませんので、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

　
３．会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　

　当社監査等委員会では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合に
は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等
委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
　なお、再任もしくは不再任につきましては、会計監査人の継続年数等を勘案し、監査等委員会は、株主総会に
提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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５ 業務の適正を確保するための体制に関する事項
１．当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保するための体制
① 当社グループは、コンプライアンス体制の基礎として、「グループ企業倫理行動指針」及び「コンプライア
ンス基本規程」を定めております。
当社は、管理統轄本部長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、内部統制システムの構
築・維持・向上を推進するとともに、その事務局を法務室に置き、当社のコンプライアンス体制の整備及
び維持を図ることとします。
また、子会社は個別にコンプライアンス体制を整備・維持し、当社はその助言・指導を行います。

② 当社及び子会社の取締役、使用人等は、当社又は子会社における重大な法令違反その他コンプライアンス
上の重要な問題を発見した場合には、直ちに当社の監査等委員会又は子会社の監査役に報告するものとし
ます。

③ 当社グループの法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、当社グ
ループ社内通報システムを整備し、「社内通報規程」に基づきその運用を行うこととします。

④ 当社の内部監査室は、当社及び子会社に対し、「内部監査規程」に基づき、法令及び社内規程の遵守状況及
び業務の効率性等について監査し、その結果を社長及び監査等委員会に報告しております。

⑤ 当社の監査等委員会は、当社グループのコンプライアンス体制及び社内通報システムの運用に問題がある
と認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができます。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の保存及び管理を行います。
　また、情報の管理については、「情報システム管理規程」「個人情報保護基本規程」に基づき適切に対応しま
す。

３．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、「コンプライアンス委員会」内に、子会社はその管理担当部門に、それぞれ自社のリスク管理全体
を統括する組織を設け、自社の業務執行に係るリスクを認識し、その把握と管理についての体制を整える
こととします。また、当社は子会社のリスク管理体制について、指導・助言を行います。

② 当社グループを対象とする「危機管理規程」を定め、当社及び子会社において重大な不測の事態が発生し
た場合には、必要に応じ、社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止
しこれを最小限に止める体制を整えます。

③ 当社グループの重要な投資案件の収益性、事業戦略性、運営上のリスクを事前に検討し、また、事後のモ
ニタリングを実施するための取締役会の諮問機関として「投資委員会」を設け、当社グループの投資案件
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に関するリスク管理体制を強化します。

４．当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため
の体制

① 定例の取締役会を毎月1回開催し、「取締役会規程」及び「取締役会付議基準」による重要事項の決定並び
に取締役の業務執行状況の監督を行います。また、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項につい
ては事前に役付取締役によって構成される常務会において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うも
のとします。

② 業務の運営については、年度毎に当社グループ全体の経営計画を策定し、これを当社及び子会社各部門の
業務目標に落とし込み、月次で経営会議にて業績管理を行います。

③ 取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」において、そ
れぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定め運用します。

５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
① グループ会社における業務の適正を確保するため「グループ企業倫理行動指針」をグループ会社全てに適
用します。
当社は、担当役員及び担当部署を置き、「関係会社管理規程」に従い、グループ経営会議での報告により当
社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものと
します。
取締役は、グループ会社において、重大な法令違反その他コンプライアンス上の重要な問題を発見した場
合には直ちに、監査等委員会に報告するものとします。

② 子会社の取締役及び使用人は当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアン
ス上問題があると認めた場合には、内部監査室及びコンプライアンス委員会に報告するものとします。内
部監査室又はコンプライアンス委員会は直ちに監査等委員会に報告を行うとともに、意見を述べることが
できるものとします。監査等委員会は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものと
します。

６．監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監査等委
員以外の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に関する指示の実
効性に関する事項

　監査等委員会はその職務を補助させるため、監査等委員会事務局所属の職員に必要な事項を命令することがで
きるものとし、監査等委員会よりその業務に必要な命令を受けた職員は、その命令に関して、監査等委員以外の
取締役の指揮命令を受けないものとします。
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７．当社及び子会社の取締役、使用人等が監査等委員会に報告をするための体制そ
の他の監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会の業務が実効的に
行われることを確保するための体制

① 当社及び子会社の取締役、使用人等は、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、取締役
の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実を発見した場合には当該事実
を、また、これらの者からこれらの事実について報告を受けたものは当該事実を、それぞれ監査等委員会
に都度報告するものとします。前記にかかわらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社又は子会
社の取締役、使用人等に対して当社又は子会社の事業、業務又は財産に関する事項の報告を求めることが
できることとします。

② 当社グループを対象とする社内通報により、重大な法令違反その他コンプライアンス上の重要な問題が生
じたときは、監査等委員会へ報告するものとします。

③ 当社及び子会社の取締役、使用人等は、監査等委員会の求めに応じて事業の報告を行うとともに、当社グ
ループの業務及び財産の状況の調査に協力します。

８．監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを
受けないことを確保する体制

　当社及び子会社は、監査等委員会へ報告を行った当社又は子会社の取締役、使用人等に対して、当該報告をし
たことを理由として不利な扱いを行うことを禁止します。

９．監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理、費用の前払又は
償還の手続きに係る方針

　監査等委員の職務の執行に必要な費用又は債務は当社が負担し、会社法に基づく費用の前払い等の請求があっ
た場合はこれに応じます。

10. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
① 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断絶し、毅然とした態度でこれを排除します。

② 反社会的勢力排除に向けた整備状況
(ⅰ)「グループ企業倫理行動指針」や各種取引契約書へ反社会的勢力排除項目を追記してまいります。
(ⅱ) 対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
当社は、反社会的勢力への対応を統括する部署を総務部とし、不当要求防止責任者を設置しております。
また、反社会的勢力による不当要求等に対しては、直ちに対応統括部署へ報告・相談する体制を整備して
まいります。
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(ⅲ) 外部専門機関との連携状況
当社は、警察が主催する連絡会等に加入し、平素より顧問弁護士等の外部の専門機関と連携を深め、業
界、地域社会と協力し、反社会的勢力への対応に関する指導をいただいております。

(ⅳ) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
当社は、反社会的勢力の情報を総務部にて一元管理し、取引先等の反社会的勢力排除に努め、当該情報
を社内での注意喚起等に活用します。

６ 業務の適正を確保するための体制の運用状況
　当事業年度における当社の職務及び業務の適正を確保するための体制についての運用状況は以下のとおりであ
ります。
① 定例のコンプライアンス委員会を年2回開催し、適宜、臨時のコンプライアンス委員会を開催することで、
コンプライアンス施策の検討やその実施状況のモニタリング、違反事例の有無の確認や発生防止策の策定
等について議論いたしました。

② 取締役・執行役員を含む部門長及びグループ会社のコンプライアンス担当役員に対して、年1回コンプライ
アンス推進責任者研修会を開催するとともに、グループ会社の担当者を含めた管理職に対して、年1回コン
プライアンス管理職研修会を開催することで、実践的な集合研修を実施し、法令遵守に向けた取り組みを
継続的に行いました。

③ 投資委員会を適宜開催し、重要な投資案件の運営上のリスク等の事前検討や、投資案件の事後のモニタリ
ングを実施いたしました。

④ 当期は臨時を含め、取締役会を18回開催し、経営方針及び経営戦略に関わる重要事項の決定並びに各取締
役の業務執行状況の監督を行いました。

⑤ グループ報告会を年4回開催し、子会社経営の管理及びモニタリングを行いました。
⑥ 当社グループの法令違反その他のコンプライアンスに関する事実について、社内通報システムへの通報件
数及びその概要並びに調査結果を定期的に監査等委員会に報告しております。

本事業報告中に記載の金額は、表示単位未満の端数を切り捨て、比率は四捨五入により表示しております。
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連結貸借対照表（2021年３月31日現在） （単位：百万円）
　

科 目 金 額 科 目 金 額
資産の部 負債の部
流動資産 53,483 流動負債 16,868

現金及び預金 33,075 支払手形及び買掛金 9,091
受取手形及び売掛金 14,836 １年内返済予定の長期借入金 375
事業目的匿名組合出資金 80 １年内返済予定の長期ノンリコースローン 19
貯蔵品 147 リース債務 92
販売用不動産 3,519 未払費用 2,561
未収還付法人税等 90 未払法人税等 1,850
その他 1,742 未払消費税等 1,402
貸倒引当金 △8 預り金 300

固定資産 28,276 前受金 320
有形固定資産 5,411 賞与引当金 787
建物及び構築物 2,985 その他 66
機械装置及び運搬具 24 固定負債 7,747
工具・器具・備品 507 長期借入金 750
土地 1,224 長期ノンリコースローン 2,336
リース資産 241 リース債務 185
建設仮勘定 429 繰延税金負債 524
無形固定資産 2,024 退職給付に係る負債 169
電話加入権 46 預り保証金 2,580
ソフトウエア 414 資産除去債務 266
のれん 1,551 持分法適用に伴う負債 1
リース資産 1 その他 934
ソフトウエア仮勘定 10 負債合計 24,616
投資その他の資産 20,840 純資産の部
投資有価証券 14,514 株主資本 55,260
長期貸付金 800 資本金 3,000
長期前払費用 34 資本剰余金 3,785
賃借不動産保証金・敷金 3,681 利益剰余金 51,248
各種会員権 371 自己株式 △2,773
退職給付に係る資産 801 その他の包括利益累計額 601
繰延税金資産 298 その他有価証券評価差額金 2,050
その他 395 為替換算調整勘定 △1,216
貸倒引当金 △57 退職給付に係る調整累計額 △232

非支配株主持分 1,281
純資産合計 57,143

資産合計 81,759 負債純資産合計 81,759
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連結損益計算書（2020年４月１日から2021年３月31日まで） （単位：百万円）
　

科 目 金 額
売 上 高 104,124
売 上 原 価 81,769
売 上 総 利 益 22,354

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 14,807
営 業 利 益 7,546

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 197
受 取 賃 貸 料 48
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 214
保 険 配 当 金 42
助 成 金 収 入 79
為 替 差 益 122
そ の 他 44 749

営 業 外 費 用
支 払 利 息 24
賃 貸 資 産 関 連 費 用 46
固 定 資 産 除 売 却 損 35
会 員 権 評 価 損 20
そ の 他 41 168
経 常 利 益 8,127

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 428 428

特 別 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損 27 27

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 8,528
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,916
法 人 税 等 調 整 額 214 3,130

当 期 純 利 益 5,397
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 113
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 5,284
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連結株主資本等変動計算書（2020年４月１日から2021年３月31日まで） （単位：百万円）
　

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,000 3,785 47,833 △2,773 51,845

当期変動額

剰余金の配当（前期末） △934 △934

剰余金の配当（中間） △934 △934

親会社株主に帰属する
当期純利益 5,284 5,284

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 ― ― 3,415 △0 3,414

当期末残高 3,000 3,785 51,248 △2,773 55,260

　
その他の包括利益累計額

非支配
株主持分 純資産合計その他

有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整
累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 1,621 △1,227 △460 △65 1,249 53,029

当期変動額

剰余金の配当（前期末） △934

剰余金の配当（中間） △934

親会社株主に帰属する
当期純利益 5,284

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 428 11 227 667 31 698

当期変動額合計 428 11 227 667 31 4,113

当期末残高 2,050 △1,216 △232 601 1,281 57,143

　



計算書類 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表（2021年３月31日現在） （単位：百万円）
　

科 目 金 額 科 目 金 額
資産の部 負債の部
流動資産 35,080 流動負債 12,305

現金及び預金 21,740 支払手形 11
受取手形 25 買掛金 6,982
売掛金 10,356 １年内返済予定の長期借入金 375
貯蔵品 58 リース債務 38
前払費用 333 未払金 462
未収入金 16 未払法人税等 1,141
短期貸付金 1,535 未払消費税等 759
立替金 508 未払給料 657
その他 507 未払社会保険料 266
貸倒引当金 △1 預り金 166

固定資産 23,465 関係会社預り金 800
有形固定資産 3,756 前受金 251
建物 1,738 賞与引当金 377
構築物 110 その他 15
機械装置 0 固定負債 2,374
車両運搬具 16 長期借入金 750
工具・器具・備品 411 リース債務 65
土地 971 繰延税金負債 357
リース資産 78 預り保証金 326
建設仮勘定 429 資産除去債務 107
無形固定資産 400 その他 767
電話加入権 19 負債合計 14,679
ソフトウエア 370 純資産の部
リース資産 0 株主資本 41,974
ソフトウエア仮勘定 10 資本金 3,000
投資その他の資産 19,308 資本剰余金 3,756
投資有価証券 5,727 資本準備金 498
関係会社株式 10,436 その他資本剰余金 3,257
長期貸付金 19 利益剰余金 37,991
関係会社長期貸付金 907 利益準備金 251
前払年金費用 791 その他利益剰余金 37,740
賃借不動産保証金・敷金 900 別途積立金 12,310
各種会員権 329 繰越利益剰余金 25,430
長期滞留債権 24 自己株式 △2,773
賃貸建物 57 評価・換算差額等 1,892
賃貸土地 53 その他有価証券評価差額金 1,892
その他 114
貸倒引当金 △53 純資産合計 43,866

資産合計 58,546 負債純資産合計 58,546
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損益計算書（2020年４月１日から2021年３月31日まで） （単位：百万円）
　

科 目 金 額
売 上 高 63,941

売 上 原 価 50,926

売 上 総 利 益 13,015

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,523

営 業 利 益 4,491

営 業 外 収 益

受 取 利 息 55

受 取 配 当 金 1,563

受 取 賃 貸 料 48

保 険 配 当 金 29

受 取 経 営 指 導 料 36

為 替 差 益 122

雑 収 入 38 1,894

営 業 外 費 用

支 払 利 息 21

賃 貸 資 産 関 連 費 用 46

固 定 資 産 除 売 却 損 23

会 員 権 評 価 損 20

雑 損 失 11 123

経 常 利 益 6,263

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 428

抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 2 431

税 引 前 当 期 純 利 益 6,694

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,728

法 人 税 等 調 整 額 54 1,783

当 期 純 利 益 4,910
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株主資本等変動計算書（2020年４月１日から2021年３月31日まで） （単位：百万円）
　

株 主 資 本

資本金 資本剰余金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 3,000 498 3,257 3,756
当期変動額
当期変動額合計 ― ― ― ―
当期末残高 3,000 498 3,257 3,756
　

株 主 資 本
利益剰余金

自己株式 株主資本
合 計利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金

合 計別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 251 12,310 22,388 34,950 △2,773 38,933
当期変動額
剰余金の配当（前期末） △934 △934 △934
剰余金の配当（中間） △934 △934 △934
当期純利益 4,910 4,910 4,910
自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 ― ― 3,041 3,041 △0 3,041
当期末残高 251 12,310 25,430 37,991 △2,773 41,974
　

評価・換算差額等 純資産合計その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 1,510 1,510 40,444
当期変動額
剰余金の配当（前期末） △934
剰余金の配当（中間） △934
当期純利益 4,910
自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 381 381 381

当期変動額合計 381 381 3,422
当期末残高 1,892 1,892 43,866

　



監査報告書

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

28

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
　
　

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
　

2021年５月11日
日 本 管 財 株 式 会 社
　取 締 役 会 御 中

Ｐ ｗ Ｃ あ ら た 有 限 責 任 監 査 法 人
　 大阪事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 木 下 昌 久 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 内 薗 仁 美 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、日本管財株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連
結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につい
て監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本管財
株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監
査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して
責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本
　
　

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
　

2021年５月11日
日 本 管 財 株 式 会 社
　取 締 役 会 御 中

Ｐ ｗ Ｃ あ ら た 有 限 責 任 監 査 法 人
　 大阪事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 木 下 昌 久 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 内 薗 仁 美 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、日本管財株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日まで
の第56期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属
明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書
類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監
査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書 謄本
　

監 査 報 告 書
　

　当監査等委員会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第56期事業年度における取締役の職務の執行について監査
いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に
基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的
に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役
及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
社・本店及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、監査等委員会を毎月定期的に開催し、取
締役会の議題についての事前検討、各監査等委員の活動状況・活動結果の共有、意見交換等を行いました。子会社につい
ては、子会社の取締役及び監査役と意思疎通及び情報の交換を図り必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ
れることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年
10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報
告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年5月12日
日本管財株式会社 監査等委員会

監査等委員長 乾 新 悟 ㊞
監査等委員 山 下 義 郎 ㊞
監査等委員 小 菅 康 太 ㊞

（注） 監査等委員 乾 新悟、山下 義郎、小菅 康太は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役で
あります。

以 上
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議案及び参考事項
第１号議案 剰余金処分の件
当社は、株主の皆様に対する配当政策を最重要課題のひとつとして位置付け、利益還元策として業績に応
じた適正な成果配分を行うことを基本方針としており、あわせて今後の事業展開と経営体質の強化にも充分
配慮しております。当期の期末配当につきましては、１株につき前期比2円増配の27円といたしたいと存じ
ます。
期末配当に関する事項
（1）配当財産の種類

金銭といたします。
（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金27円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は、1,009,354,176円となります。

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月21日

第２号議案　当社と株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホールディングスの合併契約承認の件
1. 合併を行う理由
株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホールディングスは、当社グループにおいてマンション管理や住宅管理を
専門とする子会社３社の株式を保有する持株会社であり、当社の完全子会社です。この度、当社を吸収合併
存続会社、株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホールディングスを吸収合併消滅会社として、吸収合併（以下
「本合併」といいます。）を行うことで、グループ経営の合理化の視点から業務の重複を統合し、一本化・効
率化を図るものです。
本合併に伴い、当社においては合併差損が生じることが見込まれるため、会社法第795条第１項、第796
条第２項但書及び第795条第２項第１号の規定により、本合併に係る合併契約のご承認をお願いするもので
す。
2. 合併契約の内容の概要　
当社と株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホールディングスが締結した合併契約書の内容は、次の通りです。
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合併契約書（写）
日本管財株式会社（住所:兵庫県西宮市六湛寺町９番16号。以下「甲」という。）及び株式会社エヌ・ケ
イ・ジェイ・ホールディングス（住所:大阪府大阪市中央区淡路町三丁目１番５号。以下「乙」という。）は、
次のとおり合併契約（以下「本契約」という。）を締結する。
第１条（合併の方法）
甲及び乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として、合併する（以下本条に基づく合併を

「本合併」という。）。
第２条（本合併に際して交付する金銭等）
甲は、甲が乙の全株式を保有しているので、本合併に際して、乙の株主に対して、その保有する株式に代
わる金銭等（甲の株式及び金銭を含む。）の交付を行わない。
第３条（効力発生日）
本合併がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、2021年７月１日とする。但し、本合併
の手続進行上の必要性その他の事由により必要があるときは、甲乙協議のうえ、これを変更することができ
る。
第４条（従業員の処遇）
乙は、効力発生日の前日までに、乙の子会社から乙へ出向している全従業員の出向契約を終了させるもの
とする。
第５条（会社財産の管理等）
甲及び乙は、本契約締結後効力発生日に至るまで、善良なる管理者としての注意をもってそれぞれの業務
を執行するとともに、資産及び負債を管理し、剰余金の配当その他その財産又は権利義務に重大な影響を及
ぼす行為については、予め相手方の書面による同意を得なければならない。
第６条（本合併の条件の変更及び本契約の解除）
本契約締結日から効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲若しくは乙の財
産状態若しくは経営状態に重要な変動が生じた場合、又は、本合併の実行に重大な支障となる事態若しくは
著しく困難にする事態が発生した場合には、甲乙協議のうえ、本合併の条件を変更し、又は本契約を解除す
ることができる。
第７条（協議事項）
本契約に定める事項のほか、本合併に必要な事項は、本契約の趣旨に則り、甲乙協議のうえ、これを定め
る。
本契約締結の証として、本書１通を作成し、甲乙記名押印の上、甲がその１通を保有し、乙はその写しを
保有する。

　2021年４月22日
甲 兵庫県西宮市六湛寺町９番16号
　 日本管財株式会社
　 代表取締役社長 福田 慎太郎 ㊞

乙 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目１番５号
　 株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホールディングス
　 代表取締役社長 岡元 重樹 ㊞
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3. 会社法施行規則第191条に定める事項の内容の概要
（1）合併対価の相当性に関する事項

本合併に際して、当社は、株式に代わる金銭等を交付いたしません。
当社は、株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホールディングスの発行済み株式の全てを保有しており、同
社は当社の完全子会社であることから、本件合併に際して株式に代わる金銭等を交付しないことは相当
であると判断しております。
また、本合併による当社の資本金及び準備金の額の増加はありません。

（2）株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホールディングスの最終事業年度に係る計算書類等
株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホールディングスの2020年３月期の貸借対照表の内容は、次の通り
です。

貸 借 対 照 表
2020年３月31日現在

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 334,103 流 動 負 債 789,609
現 金 及 び 預 金 35,281 買 掛 金 31,685
売 掛 金 34,569 短 期 借 入 金 750,000
貸 付 金 200,000 未 払 金 2,221
前 払 費 用 6,342 未 払 法 人 税 等 205
未 収 入 金 57,909 仮 受 金 5,497

固 定 資 産 533,805 固 定 負 債 23,459
有 形 固 定 資 産 511 預 り 保 証 金 23,459
工 具 器 具 備 品 511 負 債 合 計 813,069

無 形 固 定 資 産 30 純 資 産 の 部
電 話 加 入 権 30 株 主 資 本 54,839

投資その他の資産 533,263 資 本 金 30,000
子 会 社 株 式 505,236 利 益 剰 余 金 24,839
保 証 金 敷 金 28,027 その他利益剰余金 24,839

繰越利益剰余金 24,839
純 資 産 合 計 54,839

資 産 合 計 867,908 負 債 ・ 純 資 産 合 計 867,908

　なお、株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホールディングスの貸借対照表以外の2020年３月期に係る計
算書類等、及び2021年３月期に係る計算書類等（ご参考情報）は、インターネット上の当社ウェブサ
イト（https://www.nkanzai.co.jp/ir/meeting/）に掲載しております。
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（3）株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホールディングスの最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に
重要な影響を与える事象の内容
該当事項はありません。

（4）当社の最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容
該当事項はありません。

第３号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）８名選任の件
本総会終結の時をもって取締役（監査等委員であるものを除く。）全員が任期満了となります。つきまし
ては、取締役（監査等委員であるものを除く。）８名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しまして、取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者の選任につきましては、監
査等委員会において審議の結果、適任であると判断されました。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

１

ふく だ たけし

福 田 武
（1940年９月６日生）

1965年10月 当社設立代表取締役社長就任
1972年８月 ㈱日本管財サービス設立代表取締役社長

就任
1978年12月 ㈱スリーエス設立代表取締役社長就任

（現任）
2002年４月 ㈱エヌ･ケイ･エス代表取締役会長
2008年４月 当社代表取締役会長（現任）

948,608株

[選任の理由]　これまで当社グループの経営全般に携わり、現在は代表取締役会長として強いリー
ダーシップで当社グループを牽引するとともに、業務執行の監督を担っております。業界事情並び
に当社事業に精通し、豊富な経験に基づく高度な知見、判断力を有している点を踏まえ、当社グル
ープの持続的な企業価値向上のため、引き続き取締役として適任と判断しました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

２

ふく だ しん た ろう

福 田 慎太郎
（1965年６月29日生）

1998年３月 当社入社 情報統括責任者
1998年６月 当社取締役情報統括責任者
1999年６月 当社常務取締役企画担当
2002年８月 ㈱日本プロパティ・ソリューションズ代

表取締役社長
2002年10月 当社専務取締役総合企画室担当兼情報シ

ステム室担当
2005年６月 ㈱日本プロパティ・ソリューションズ取

締役会長
2006年10月 日本サービスマスター㈲取締役（現任）
2008年４月 当社代表取締役社長（現任）

2,066,302株

[選任の理由]　これまで当社における業容拡大や経営改革を推進し、現在は代表取締役社長として
強いリーダーシップで当社グループを牽引しております。業界事情及び当社事業に精通し、豊富な
経験に基づく高度な知見、先見性を有している点を踏まえ、当社グループの持続的な企業価値向上
のため、引き続き取締役として適任と判断しました。

３

やす だ まもる

安 田 守
（1955年６月18日生）

1981年４月 当社入社
2004年６月 当社取締役総合企画室長
2007年２月 当社常務取締役営業統轄本部副本部長東

日本担当
2011年６月 当社専務取締役総合企画担当 グループ

企業経営効率化担当
2011年10月 NIPPON KANZAI USA, Inc.取締役社

長
2012年４月 当社専務取締役管理統轄本部長
2019年６月 ㈱エヌ・ケイ・ジェイ・ホールディング

ス代表取締役社長
2020年７月 当社専務取締役 経営管理担当
2020年12月 当社専務取締役経営管理担当兼人事・秘

書担当（現任）

39,726株

[選任の理由]　営業部門や建物管理運営部門、管理部門等様々な部門における当社業務に携わり、
豊富な知識と実務経験を有しております。現在は経営管理・人事担当として幅広い立場で中長期的
な経営戦略の実現に向け当社グループを横断的に管理・統括しております。当社事業に係る高度な
知見を有する点を踏まえ、当社グループの持続的な企業価値向上のため、引き続き取締役として適
任と判断しました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

４

とく やま よし かず

徳 山 良 一
（1956年12月３日生）

1979年４月 当社入社
2010年６月 ㈱日本環境ソリューション代表取締役社

長（現任）
2011年６月 当社専務取締役営業部門担当
2011年10月 ㈱FCHパートナーズ代表取締役社長
2013年12月 当社専務取締役企業戦略担当
2017年４月 当社専務取締役技術統轄本部長（現任）

7,500株

[選任の理由] 営業部門や企画部門、技術部門に携わり、幅広く豊富な実務経験を有しております。
現在は当社の技術部門・購買部門・品質管理部門を統括しております。当社事業に係る高度な知見
を有する点を踏まえ、当社グループの持続的な企業価値向上のため、引き続き取締役として適任と
判断しました。

５

たか はし くに お

高 橋 邦 夫
（1954年10月11日生）

2010年６月 当社常務取締役東京駐在
2012年６月 当社専務取締役技術統轄本部長
2013年12月 当社専務取締役業務統轄本部長
2014年６月 ㈱上越シビックサービス代表取締役副社長
2017年４月 当社専務取締役営業統轄本部長（現任）
2017年６月 ㈱FCHパートナーズ代表取締役社長

（現任）
㈱大分駅南コミュニティサービス代表取
締役社長（現任）

2018年12月 ㈱早良グリーンテラス代表取締役社長
（現任）

2020年４月 ㈱福岡カルチャーベース代表取締役社長
（現任）

2,700株

[選任の理由]　金融業界での豊富な実務経験を基に当社経営に携わり、現在は新規顧客の開拓や重
要顧客との関係強化をはじめ全国の営業を統括しております。当社事業に係る高度な知見を有する
点を踏まえ、当社グループの持続的な企業価値向上のため、引き続き取締役として適任と判断しま
した。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

6

はら だ やす ひろ

原 田 康 弘
（1960年２月20日生）

1982年６月 当社入社
2011年６月 当社取締役財務部長
2015年４月 当社取締役業績管理担当兼業績管理部長

兼管理統轄本部財務部長
2017年４月 当社取締役総合企画・グループ企業統

括・単連業績管理担当兼管理統轄本部財
務部長

2017年 6 月 当社常務取締役総合企画・グループ企業
統括・単連業績管理担当兼管理統轄本部
財務部長

2018年４月 当社常務取締役総合企画・グループ企業
統括・単連業績管理担当兼管理統轄本部
本部長代理

2020年４月 当社常務取締役管理統轄本部財務統括・
総合企画・内部統制担当兼管理統轄本部
本部長代理

2020年７月 当社常務取締役管理統轄本部長（現任）
2021年４月 NIPPON KANZAI USA, Inc.取締役社

長（現任）

31,146株

[選任の理由]　経理・財務部門に携わり豊富な実務経験を有しており、現在は当社の管理部門を統
括しております。当社事業に係る高度な知見を有する点を踏まえ、当社グループの持続的な企業価
値向上のため、引き続き取締役として適任と判断しました。

7

おお はら よし あき

大 原 嘉 昭
（1962年１月14日生）

1982年４月 当社入社
2014年６月 当社取締役業務統轄本部本部長代理兼西

日本担当
2017年４月 当社取締役業務統轄本部長
2017年６月 当社常務取締役業務統轄本部長（現任）

㈱上越シビックサービス代表取締役副社
長（現任）

14,100株

[選任の理由]　建物管理運営部門に携わり現場に精通した豊富な経験・知識を有しており、現在は
当社の建物管理運営部門を統括しております。当社事業に係る高度な知見を有する点を踏まえ、当
社グループの持続的な企業価値向上のため、引き続き取締役として適任と判断しました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

8

わか まつ まさ ひろ

若 松 雅 弘
（1961年５月11日生）

1985年２月 当社入社
2014年６月 当社取締役業務統轄本部技術・購買担当

兼エンジニアリングマネジメント本部長
2016年４月 当社取締役業務統轄本部技術・購買・品

質業務管理担当兼エンジニアリングマネ
ジメント本部長

2017年４月 当社取締役営業統轄本部本部長代理兼東
日本担当兼東日本開発営業部長

2018年４月 当社常務取締役営業統轄本部本部長代理
兼東日本・中部担当

2019年４月 当社常務取締役営業統轄本部本部長代理
兼東日本・中部担当兼PPP・PFI担当
（現任）

6,664株

[選任の理由]　建物管理運営部門に携わり現場に精通した豊富な経験・知識を有しており、現在は
新規顧客の開拓や重要顧客との関係強化、PPP・PFI事業の推進をはじめ、東日本・中部エリアを中
心に全国の営業を統括しております。当社事業に係る高度な知見を有する点を踏まえ、当社グルー
プの持続的な企業価値向上のため、引き続き取締役として適任と判断しました。

(注) 1．取締役候補者 福田 武氏は、㈱スリーエスの代表取締役社長を兼務しており、当社と同社との間に営業取引（経営指導料及び
役務提供）及び賃貸料の受取等の取引関係があります。

2．取締役候補者 福田慎太郎氏は、日本サービスマスター㈲の取締役を兼務しており、当社と同社との間に損害保険料の支払及び
事務手数料の受取等の取引関係があります。

3．取締役候補者 高橋邦夫氏は、㈱FCHパートナーズ、㈱大分駅南コミュニティサービス、㈱早良グリーンテラス及び㈱福岡カ
ルチャーベースの代表取締役社長を兼務しており、当社と各社との間に役務提供による営業取引関係があります。

4．取締役候補者 大原嘉昭氏は、㈱上越シビックサービスの代表取締役副社長を兼務しており、当社と同社との間に役務提供によ
る営業取引関係があります。

5．その他の取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
6．当社は、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険（D&O保険）の契約を締結しており、2021年7月更新の予定でありま
す。本議案における候補者全員は、すでに当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者となります。

(1)被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

(2)補填の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受け
ることによって生ずることのある損害について補填します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合
等、一定の免責事由があります。
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第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件
本総会終結の時をもって監査等委員である取締役全員（３名）が任期満了となります。つきましては、監
査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

　

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

１

いぬい しん ご

乾 新 悟
（1967年11月25日生）

1990年４月 大阪商船三井船舶㈱入社
1995年２月 ローレンツェン・ステモコ社（オスロ）

入社
1996年７月 乾汽船㈱入社
2000年６月 同社取締役営業部長
2001年６月 同社代表取締役社長
2014年６月 同社取締役会長
2014年10月 同社相談役
2016年10月 同社顧問（現任）
2017年６月 当社取締役（社外）監査等委員（現任）
2020年 1 月 乾光海運株式会社代表取締役（現任）

0株

[選任の理由]　当社の取締役（社外）監査等委員として４年間の経験を有するとともに、企業経営
に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。選任後もこれまで同様、主に経営的な観点か
ら、当社の経営への助言と監督を行っていただくことを期待するとともに、当社グループの持続的
な企業価値向上のため、引き続き取締役（社外）監査等委員として適任であると判断しました。

２

やま した よし ろう

山 下 義 郎
（1965年４月12日生）

1988年４月 東洋信託銀行㈱（現三菱ＵＦＪ信託銀行
㈱）入社

2000年８月 ㈱カシワテック取締役
2002年８月 同社代表取締役社長（現任）
2007年６月 当社監査役
2013年３月 ㈱シーメイト取締役会長（現任）
2015年６月 当社取締役（社外）監査等委員（現任）
2018年６月 尾道造船㈱社外監査役（現任）

0株

[選任の理由]　当社の取締役（社外）監査等委員として６年間の経験を有するとともに、企業経営
に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。選任後もこれまで同様、主に経営的な観点か
ら、当社の経営への助言と監督を行っていただくことを期待するとともに、当社グループの持続的
な企業価値向上のため、引き続き取締役（社外）監査等委員として適任であると判断しました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

３

こ すが こう た

小 菅 康 太
（1966年12月19日生）

1994年６月 ㈱コスガ入社
2004年６月 同社取締役
2006年６月 同社専務取締役
2008年11月 同社取締役辞任
2009年４月 ㈱コスガの家具設立

同社代表取締役（現任）
2011年６月 当社監査役
2015年６月 当社取締役（社外）監査等委員（現任）

0株

[選任の理由]　当社の取締役（社外）監査等委員として６年間の経験を有するとともに、企業経営
に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。選任後もこれまで同様、主に経営的な観点か
ら、当社の経営への助言と監督を行っていただくことを期待するとともに、当社グループの持続的
な企業価値向上のため、引き続き取締役（社外）監査等委員として適任であると判断しました。

４

新任
おか だ たか こ

岡 田 貴 子
（1965年9月11日生）

1992年10月 監査法人トーマツ（現・有限責任監査法
人トーマツ）入社

2004年 9 月 税理士法人トーマツ（現・デロイトトー
マツ税理士法人）転籍

2012年10月 同社パートナー
2019年１月 岡田貴子公認会計士・税理士事務所開設

代表（現任）
2019年６月 イチカワ㈱監査役（現任）
2020年３月 ケネディクス㈱監査役

ケネディクス不動産投資顧問株式会社監
査役

0株

[選任の理由]　公認会計士、税理士としての専門的知識及び豊富な経験を有しており、選任後は、
専門家としての豊富な知見を活かし、当社の経営への助言と監督を行っていただくことを期待しま
す。なお同氏は、過去に他社で社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはあり
ませんが、上記理由により、取締役（社外）監査等委員としての職務を適切に遂行できるものと判
断しました。

　

(注) 1．各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2．監査等委員である取締役候補者 乾 新悟、山下義郎、小菅康太、岡田貴子の各氏は社外取締役候補者であります。
3．社外取締役候補者 乾 新悟、山下義郎、小菅康太、岡田貴子の各氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であり
ます。

4．当社は、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険（D&O保険）の契約を締結しており、2021年7月更新の予定でありま
す。本議案における候補者の各氏のうち再任の候補者については、すでに当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引
き続き被保険者となります。また新任の候補者については、選任後被保険者となります。

(1)被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

(2)補填の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受け
ることによって生ずることのある損害について補填します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合
等、一定の免責事由があります。

5．当社は、乾 新悟、山下義郎、小菅康太の各氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しており、各氏の
監査等委員である取締役への選任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また岡田貴子氏の監査等委員
である取締役への選任が承認された場合には、同じく当該契約をあらたに締結する予定であります。なお、これらの契約に基
づく監査等委員である取締役の責任の限度額は、いずれも会社法第425条第１項に定める金額の合計額であります。

以 上
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株主総会会場ご案内図
　

会 場 兵庫県西宮市六湛寺町9番16号
当社 本店 大会議室
電話（0798）35－2200（代）

　

　
最寄駅から当社へのアクセス経路及び所要時間
　

JR西宮駅「南口」▲国道2号線▲当社（徒歩10分程度）
阪神西宮駅「市役所口」▲市役所前線▲国道2号線▲当社（徒歩5分程度）
阪神西宮駅「えびす口」▲札場筋線（国道171号線）▲国道2号線▲当社（徒歩8分程度）

　
※ 駐車場のご用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。

2020年開催の第55期定時株主総会より、お土産を廃止いたしました

　


